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特定非営利活動法人 東京英語いのちの電話‐
却ニ
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第 1章 組 織

第 2章 会員資格及び会員

1-1本法人は「特定非営利活動法人東京英語いのちの電話」といぅ。以下、本付則において「TELL」と称する。
1-2 TELLは会員により違営され、TELL理事会 (以下「TELL理事会」又は「理事会」といぅ。)によつて管理される。
1-3本文書は TLL定款付則 (以下「本付則」という。)を構成する。

隻2菫ヨ
`使

命

東京イングリツシユ・ライフライン (TELL)は 、国際化に伴つて発生するこころの問題に対し、世界最高水準のカウンセリング・サポー トの提供を目指すとともに、日本において高まつているメンタルヘルスヶァヘの必要性に応えていくことを目的として設立された非営利団体です。

第■△ 目的

本法人の目的は、その定款に定める通 り、「国内の在日外国人をはじめ多くの一般市民に対して、国際化が進む社会において思いやりと共感の心を大切にすることを基本とし、市民の意見の多様化を認識しっっ、健全な日常生活を送るために必要な保健、医療及び福祉の増進に関する事業、

‐
とりわけ、サービス享受の機会が少ないメンタルヘルス (精神衛生)に関する事業を中心に行い、地ナ或及び国際社会の福祉の増進に寄与すること」とする。

本法人は、主たる事務所を東京都港区南青山六丁目 lo番 11号 (郵便番号 107-0062)に置き、従たる事務所を神奈川県横浜市中区山手町 66番地の 2 横浜ユニォン教会内 (郵便番号 231-0862)に置iく 。理事会は、必要に応 じ、他の事務所を設置あるいは遵営することができる。

第 4 条

豊 1ビ型塗

特定:非営利活動促進法に従い、電LLは、その存続のため、最低 lo名 の社員 (会員)ばならない。

2-1人数

2-2「正会員」

を擁しなけれ
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1-1会員になろうとする者は、TELL理事会の理事長 (以下「理事長」といぅ。)に宛て、指定の申込書を提出して申請するものとする。1-2理事長は、前項の申請があつたときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。1-3理事長は、第 2項の者の入会を認めないときは、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

笙2盗 人数、定義乃ィド」間
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・ 解任された役員全員に関する情報は、次の総会で発表する。・ 解任された役員は、恒久的に役員 として務める資格を喪失する。。理事の後任選定は、定款第 3章及び本付則の第 3章第 4条で定める手続に従 うものとする。

%矢哺Σ」本法人は役員に対して金銭的またはその他の方法で報酬を支給しない。
 ィ入入 1欠百り11ら ,、 7号 に

第 4章 執 行 委 員 会   Ч 鵡 乱 祖 tヤた ■
〒

隻_1窒豊」酬

第二重ヨ_生成

執'行委員会は委員長、副委員長、書記及び会計で構成される。

2

2-2-1執行委員会のメンバーの指名及び選出は、新しい執行委員会の発足の3ヶ月前以降に理事会会議で執 り行う。

2-2-2候補者は、理事 1名 によって指名され、別の 1名 によって支持されなければならない。その後、理事会がその候補者について採決する。選出には過半数の得票を必要とする。
2-3任期及び任期途中での選出
2-3-1執行委員の任期は、本付則の第 3章に定める理事会の任期と―致するものとする。2-3-2執行委員が辞任した場合、又は当期終了前に欠員が発生した場合は、理事会は残存任期を務める新しい執行委員を選出しなければならない。

2-4再任
 `  2-4-1執行委員は再任されうる。´
   2-4-2執行委員は最長 3期連続で務めることができる (「執行委員会連続任期制限」)。 ただし、任期途中に選出された委員が務める任期が一期に満たない場合には、当該制限期間に参入しないものとする。執行委員の連続任期制限は、他の役員の 3分の 2の賛成票によって解除できる。

ヽ

'   2-1立
候補

始 委員会の候補者は任期中の理事会から選任される。

2-2指名及び選出

笙」条 会議

執行委員会は年に少なくとも3回、必要であればそれ以上の頻度で開催するものとする。

執行委員会のメンバーは、下記の役割を担い、これにっいて責任を負 う。
小1理事長は、次の各号の権限を有し、これについて責任を負 う。←1-1審議事項を準備し、理事会及び執行委員会の会議で議長を務める。4~1-2理事会と執行委昌会それぞれの職務遂行を監督

‐
■る。4-1-3公的に本法人を代表する。

4-1-4新規入会申込みを受け付ける。
4~1-5会員又は役員の退会・辞任、除名・解任手続き及び決定について会員に通知する。
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就 業 規 則

第 1章   総 則

第 1条  (目的)

第 2条  (従業員の定義)

従業員とは、■LLが雇用する者をいう。

第 3条  (規則の遵守)

特定非営利活動法人東京英語いのちの電話 (以下「TELL」 といぅ)は、従業員の労働条件、
服務規律、その他の就業に関する事項を明確にするため本就業規則 (以下「規則」という)
を定める。 本規則に定めた事項のほか、及びこれに付属する諸規定等に定めのない事項
については、労働基準法およびその他の日本の関連法規の定めるところによる。

TELLは この規則に基づく労働条件により従業員に就業させる義務を負い、従業員はこの規
則を遵守する義務を負うと共に、相互に協力して業務の運営に当たらなければならない。

第 2章   採 用

第4条  (採用)

従業員の採用は、就職を希望する者の中より所定の選考手続きを経て決定する。

第 5条  (労働条件の明示)

TELLは、従業員の採用に際しては、本規則のほか採用時の職務内容、賃金、労働時間その
他の労働条件が明らかとなる雇用契約書を交付する。

第 6条  (提出書類と利用目的)

従業員に採用された者は、■LLが指定する日までに次の書類を提出しなければならない。
ただし、TELLが特に必要がないと認めた場合はその一部を省略することがある。

履 歴 書 (3ケ月以内の写真添付)

住民票記載事項証明書 (本籍地の記載のないもの)

健康診断書

源泉徴収票 (暦年内に前職のある者のみ)

年金手帳

雇用保険被保険者証

(1)

(2)

(3)

(0

(5)

(6)

、
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(8)

(9)

給与所得者の扶養控除等 (異動)申告書

通勤経路届

その他 皿LLが必要と認めたもの

ヽ
、
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2.前項の提出書類の記載内容に変更が生じた場合は、その都度速やかに 所定の様式にょりTELLに届け出なければならない。

3.TELLは本条第 1項に掲げる提出書類によって取得した従業員等 (家族を含む)の個人情報については、採用後の給与計算・社会保険事務その他の付随する人事労務管理の諸手続きおよびその他雇用管理を行うために必要な範囲内において使用する。

第7条  (試用期間)

1.新たに採用した者については採用の日から 8ケ月間の試月期間を設ける。ただし、特別の
技能または経験を有する者には試用期間を設けないことがぁる。

2.試月期間中または,」t用期間満了の際、引き続き社員として勤務させることが不適当である
と認められる者については、本採用は行なわない。

3.試用期間を終えて、本採用されるに至ったときは、試用の当初から採用された者とみなし、
当該期間は勤続年数に通算する。

4.試用期「口月中または試用期間満了時に、従業員として勤務させることが不適格と認められた
場合には、第 52条第 1項第 6号に基づいて解雇する。 ただし、試用期間 14日 以内の
者については第 52条第 3項第 1号の手続きによる。

第8条  (定年年齢)

1.従業員の定年は満 65歳として、定年に達した日の翌日を 1ヽ)っ て退職とする。
2.業務上の都合により特に必要がぁると認めた者については、前項の規定に関わらず、定年

年齢を延長することがある。

、
ノ

第 3童   異   動

第 9条  (異動)

業務の都合により必要がある場合は、従業員の就業する場所または従事する業務の変更を
命ずることがある。

第 10条  (服務)

第 4章   服務規律



従業員は、本規則その他 TELLのすべての規則を遵守し、職務上の責任を自党 し、誠実に職務を遂行するとともに、業務上の指示命令に従い、ぉ互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。

第11条  (遵守事項)

従業員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 正当な理由なしに、しばしば遅刻、早退または欠勤をしてはならない。(2) 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務場所を離れないこと。
(3) 許可なく職務以外の目的で TELLの施設、物品等を使用しないこと。
(4) 職務に関連して自己の利益を図り、または、他より不当に金品を借用 し、若しくは

贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
(5) 正当な理由なく、TELLの名誉又は信用を損なう行為をしないこと。
(6) 正当な理由なく、TELLの業務上の機密事項および TELLの不利益となる事項を他に

洩らさないこと。

(7)

(8)

(9)

第12条

許可なく TELL以外の業務に従事し、または他の事業所の役員または従業員となっ
たり、もしくは営利を目的とする事業を営んではならない。
硼LL内で、明らかに一党―宗に偏した政治および宗教活動を行つてはならない。
その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと

(セ クシユアルハラスメントの禁止)

TELL内外を問わず、相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不快感や不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行つてはならない。

第13条  (機密保持)

1.従業員は在職中は勿論のこと

の内部事項または職務上知り

許可なく他に漏らしてはなら

ではならない。

退職後においても、自己の職務に関すると否とは間わず、TELL
得た TELLの経営上または業務上な重大な機密事項を■LLの
ない。 叉、TELLの機密文書、機密データに不正にアクセスし

2 従業員は、前項と同様に、在職中は勿論のこと退職後においてもTELLの従業者及び顧客を
含む取引関係会社等の個人情報を業務利用目的以外に使用叉は第 3者に漏らしてはならない。 本項における「従業者」とは、雇用関係にある従業者 (従業員、アルバィト、契約
関係にある者等)のみならず、TELLと雇用関係にない者 (役員、ボランティァ)も含まれ
る.
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第 14条  (著作権)

1.従業員が業務上行った著作物にかかわる権利もしくはそれらの実施権はすべて TELL
Iこ帰属する。

2.従業員は、TELLに許可なく著作物の複製・

尚、退職後においても同様とする。

編集・集録または発表をしてはいけない。

第 5童 就業時間、休憩時間、休日および休暇

第 15条  (就業時間)

1.就業時間は 1週間 40時間、 1日 については 8時間とする。
2 始業・終業の時亥」及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを

得ない事情により、これらを繰り上げ、または、繰り下げることがある。 この場合において業務の都合によるときは前日までに通知する。

ヽ
１
ノ

始業時刻

終業時刻

休憩時間

午前 9時 Oo分

午後 6時 00分

正午から午後 1時まで
3.休憩時間は原則 として―斉に与える。但 し、

憩時間を変更することができる。

業務の都合その他やむを得ない場合には、体

4.出張おょびその他、事業場外で勤務する場合において、労働時間を算定することが困難で
あるときは、第 1項で定める労働時間を勤務したものとみなす。

第16条  (遅刻、早退、欠勤、外出等)

1 従業員が、傷病その他やむを得ない事由により遅刻、早退若しくは欠勤しょぅとするとき
は、予めその事由を付して TELLに 届け出て承認を得なければならない。 ただし、やむを
得ずあらかじめ届け出をできない場合は、事後速やかに届け出るものとする。

2.病気の為欠勤が引き続き 3日 を越えたとき,及び其の後 1ケ 月を越えたときは 1ケ 月ごと
に医師の診断書を提出するものとする。

3.私用外出をしょぅとする者は、あらかじめ所属長の許可を得て休憩中にしなければならな
い。但し、特別の事由がある場合は、就業時間中でも許可されることがある。

第 17条  (遅刻、早退、欠動、外出の例外)

従業員が遅刻、早退、欠勤、外出した場合においても、次の事由による場合は、その取 り
扱いをしない。

(1) 地震、火災、風水害などの天災事変のためやむを得ない場合

ヽ
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(2)

(3)

公共交通機関の遅延による場合

その他やむを得ないと認められる場合

第 18条  (休日)

1_土曜日、日曜日及び祝・祭日を休日とする。 国民の祝日は年によって異なることがある
ため、TELLは 「国民の祝日に関する法律」を遵守するものとする。

2.■LLは次の各日を休日とする。

(1) 年始休業日

(2) クリスマス休暇

1月 2日 ・ 3日

12月 25日
3 TELLはその他の日を休日とすることができる。

第 19条  (休日の振替)

第20条  (代休)

業務上必要がぁる場合は、原則として事前に予告して第 18条の休日を他に日に振り替え
ることがある。 この場合、特定の従業員のみに指示することがある。

ヽ

ノ

第21条  (時間外勤務)

業務の都合で第 15条の所定労働時間を超え、または、第 18条の所定休日に勤務させるこ
とがある。 ただし、これは労働基準法第36条に基づく協定の範囲内とする。

第22条  (割増賃金)

業務上必要のため、第18条に規定する休日に勤務した場合には、休日出勤手当の支給の
ほかに代休を取得することができる。但し、代休を取得した日は無給とする。

前条の規定により、法定を超えた時間外、深夜 (午後 10時から午前 5時までの間)また
は所定休日に勤務をさせた場合は、超過した時間について下記のとおり時間外および休日
手当てを支給する。

(1) 時間外勤務割増手当は、所定勤務時間を超えた勤務 1時間につき、1時間当たりの
賃金額に loo分の 125を乗じて得た額とする。

(2) 休日勤務割増手当は、法定休日に勤務した動務 1時間につき、1時間当たりの賃金
額に loo分の 135を乗じて得た額とする。ただし、振替休日を与えた場合は休日勤
務割増手当は支給しない。

(3) 深夜勤務割増手当は、深夜に勤務した勤務 1時間につき、 1時間当たりの賃金額に
100分の 25を乗じて得た額とする。

、
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時間外または休日勤務が深夜に及んだ場合、第 1号の時間外割増勤務手当または第2号の休日勤務割増手当に第 3号の深夜勤務割増手当を加えた額を支給する。

TELLは採用日から3か月間継続勤れ 、所定労働 日の8割以上出動した従業員に対し、勤続年数に応じ以下の通り年次休1:受 を与えるものとする。
(1)年次有給休暇の休暇年度は 1月 1日 から同年 12月 31日 までの1年間とし、毎年1月 1日 を付与日とする

(2)初年度については、採用月に応じて下表により定められた日数とする。
年次有給休暇は採用日から3ヶ月経過後に取得できるものとする。

(4)

第23条  (適用除外)

以下の各号のいずれかに該当するものについては、本章の定める労働時敵 休憩および休日に関する規則と異なる取扱ぃをする。

(1) 管理監督の職務にある者

(2) 機密の専務を取り扱う者

(3) みなし労働時間または裁量労働時間の適用を受ける者

第24条  (年次有給休暇)ヽ
ノ

l

ただし

わR用月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 110月 11月 12月
付与日数 14 EI 14日 12日 12日 10日 10日 6 日 6日 4日 2日 1日 0日

(3)従業員採用後始めて到来する付与日に15日
(4)前項後の付与日には、継続勤続年数に応じ、

但し2o日を限度とする。

2.前項 (3)および (4)の年次有給休暇は、

業員にのみ与えられる。

前年の全所定勤務日数の80%を就労した従

の年次休暇を与える。

下表により定められた日数を与える。

っ
０

4

TELLは従業員に付与された年次有給休暇を翌年の付与日までに取得するように奨励する。
但し当該年に新たに付与され、翌年の付与日までに消化し切れなかった年次有給休暇は、
その翌年の付与日までに限り繰 り越すことができるものとする。
年次有給休暇は半日単位で取得することができる。

勤続年数 2年目 3年目 4年目 6年目以降

付与日数 12日 14日 16日 18日 20日

、
ノ

5年目



5.年次有給休暇の出勤率の算定において、次の就労日は出勤扱いとする。
業務上の傷病による休業期間

年次有給休暇を取得した日

第 25条に定める特別休暇を取得した日

第 26条に定める産前産後の休業期間

第 29条に定める育児休業の期間

第 30条に定める介護休業の期間

(1)

(2)

(3)

(0

(5)

(6)

6 年次有給休暇は、特別の理由がない限り少なくとも 1週間前までに、所定の様式により所属長に届けなければならない。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、指定 した日を変更することがぁる。

第25条  (特別休暇)

従業員の慶弔・公事のため、以下の特別休暇を与える。
1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

本人の結婚

子女の結婚
5日

2日

5日

2日

2日

父母 (養父母、継父母を含む)、 配偶者、子 (養子を含む)が死亡したとき
同居の祖父母、同居の義父母、血族の兄弟姉妹が死亡したとき
配偶者が出産するとき

2.特別休暇の賃金の取り扱いは有給とする。

第26条  (産前産後の休業)

，
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1_従業員はその請求により出産予定日前6週間 (多胎妊娠の場合は、14週間)休業することが
出来る。本体業は無給とする。

出産した女子従業員は、出産後 8週間は休業させる。ただし、産後 6週間を経過した女子
従業員から請求があつたときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。
本体業期間は無給とする。

第 2項に定める産前産後の休業において、出産日が予定日より遅れため、産前の休業が 6
週間 (多胎妊娠の場合は、14週間)を超えた場合は、その超えた日数については産前の休
業として取り扱う。

第27条  (育児時間)

1.1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときぃは、第 15条に定める休
憩時間のほか 1日 について 2回、 1回について 30分の育児時間を与える。 ただし、この
時間は無給とする。

ヽ

ノ

、

ノ
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前項の育児時間は、本人の申し出により、 1日 1回 60分とすることができる。

第 28条  (生理休暇)

第29条  (育児休業等)

第 30条  (介護休業等)

2

生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求がぁったときは、必要な期間休暇を与える。 ただし、この期間は無給とする。

ヽ
ノ

1.従業員は 1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に甲し出て育児休業をし、また 3歳に満たない子を養育するため必要があるときは会社に申し出て育児短時間勤務制度等の適用を受けることができる。
2.育児休業をし、または、育児短時間勤務制度等の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、別途育児休業規程において定める。

1 従業員のうち必要のある者は、会社にFIし 出て介護休業をし、または、介護短時間勤務制度等の適用を受けることができる。

介護休業をし、または、介護短時間勤務制度等の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、別途介護休業規程において定める。

つ

乙

第 31条  (休職)

1.従業員が次ぎの各号の一に該当し、■LLの 業務に従事できないときは、休職とする。(1)  私傷病により引き続き欠勤し、その期間が lヶ 月を超えたとき(2)  その他特別の事情があり、TELLが休職させることを必要と認めたとき。2.前項第 1号について、引き続き欠勤しlヶ 月前に出勤し始めた従業員が、出勤開始後 lヶ月以内に欠勤した場合その欠勤期間の計算は通算するものとする。
3.私傷病による休職期間中は 1ケ 月ごとに医師の診断書を提出するものとする。4.休職期間中、賃金は支給しない。

第 32条  (休職期間)

前条による休職期間は以下のとおりとする。

(1) 前条第 1項第 1号の場合

勤続年数        休職期間

1年未満        1ケ 月

1年以上 3年未満
‐    3ヶ 月

、

ノ
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3年以上 6ヶ 月

第 6章   給与および手当て

ただし情状により期間を延長することがぁる。
(2)前条第 1項第 2号の場合は其々の事由によりTELlがその都度定める。

第 33条  (休職期間の勤続年数)

原則として休職期間は動続年数に算入しない。ただし、本規則に別段の定めがある場合はそれに従う。

第34条  (復職ぉょび復職後の再休職)

1.休職期間中に休職事由が消滅し、かっ休職者が復職を願い出た場合は復職させるものとする。ただし、私傷病による休職者の復職は医師の診断に基づき業務に差し支えないと認められたとき許可する。

2.復職は原則として旧職務とするoただし、 1日業務に復職させることが困難でぁるか、又は
不適当な場合旧職務と異なる職務に就かせることがある。

3.休職事由が消滅し、復職を命じたにもかかわらず、正当な理由なく復職しない場合は、復
職発令日より無断欠勤の取り扱いをする。

第35条  (公民権行使の時間)

社員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、予め申し出た場合は、
それに必要な時間を与える。ただし、その時間に対する賃金は支給しない。

、
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第 36条  (給与)

第 37条  (給与の構成)

給与は基本給と手当とで構成する。

第 38:条  (手当て)

手当には時間外手当と通勤手当がある。

給与は採用時に本人の能力、経験、技能を動案し各人ごとに決定する。各従業員の給与は、
毎年4月 1日 に本人の実績、能力、技能を勘案し改定を行うことがぁる。

第39条  (給与の計算期間および支払日)

ヽ

ノ
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基本給の期間は各暦月の初日から最終日までとし、前歴月の時間外手当と共に、各暦月の25
日に支払う。 ただし、25日 が土曜日、日曜日又は休日に当たる場合には直前の営業日に繰り上げて支払う。

第40条  (給与の支払いおょび控除)

1.給与は通貨で直接従業員に直接その全額を支払う。
2.前項の規定にかかわらず、従業員の同意を得た場合は、

の振込みにより給与を支給する。

3.次の各号に場げるものは給与から控除する。

(1) 社会保険料など法令で定められた保険料
(2) 源泉所得税および地方税

(3) 給与から控除することについて労使協定で定めたもの

第41条  (通勤手当)

3

本人が指定する金融機関の回座へ

通勤手当は従業員の自宅からTELLま での最も経済的な経路おょび方法による実費額とする。
ただし、TELLはその裁量により通勤手当の上限を定めることができる。

第42条  (日 割りおよび時間割.1算 )

1・
=1算期間中の中途で採用され、また退職した場合の給与は、EI割 り計算によって支給する。
また、育児・介設短時間勤務等を取得した場合の給与は、時間割計算によって支給する。2.日 割り計算は次の方法によりおこなう。

基本給を1ケ 月の所定労働 日数で除した金額 (円 未満四捨五入)を一 EIあたりの賃金額と
し、当該賃金額に当人の労働日数を乗じた額を支給する。
時間割計算は次の方法によりおこなう。

基本月額を160時間で除した額を 1時間当たりの賃金額とし、当該賃金額に当人が短縮
された労働時間数を乗じた額を支給する。

第43条  (無給休暇、無給休業による減額)

従業員が無給休、無給休職を取得した場合は、無給休暇、無給休業 1日 につき前条の 1日 当
たりの賃金額を差し引く。

第44条  (教育訓練)

第 7章 教育

ヽ
ノ

、
ノ



TELLは従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教
育訓練を行い、または社外の教育に参加させることがある。

第 8章   表彰

第 45条  (表彰)

第46条  (表彰の方法)

表彰は、以下の各号の 1つまたは 2つ を併せて行なう。

(2)

表彰状の授与

賞金または賞品の授与

第 9章 懲戒、解雇および退職

第47条  (懲戒)

第48条  (懲戒の1種類)

懲戒の種類および程度は以下のとおりとする。

1_譴 責

始末害を提出させ、将来を戒める。

2.減 給

従業員が以下の各号の一に該当したときは、その都度審査のうえ表彰する。
(1)  業務成績、優良で他の模範と認められるとき。

(2)  災害の防止または、非常の際、特に功労があったとき。
(3)  前各号に準ずる程度の業務上の功績が認められるとき。

(1)

従業員に第49条および第 50条に該当する行為がぁった場合は、これを懲戒し、もって社内
秩序の保持、服務規律の厳正維持をはかる。

、

ノ

3

1回の額が平均賃金の 1日 分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の 10分
の 1以内で減給する。

出勤停止

始末書を提出させ、 7日 以内の出勤を停止しその期間の賃金は支払わない。
4.論 旨解雇

本人がその非を反省し、TELLの論旨を受け入れた場合には論旨解雇をする。
しこれに応じない場合は懲戒解雇とする。

ただ

ヽ

ノ
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υ 懲戒解雇

予告期間を設けることなく即時解雇する。 その場合、労働基準監督所長の解雇予告除外認定を受けたときは、予告手当てを支給しない。

第49条  (譴責、減給および出勤停止)

以下の各号の一に該当する場合は、譴責、減給または出勤停止にする。
(1) 正当な理由なく30日間を通じ7日 以上欠勤したとき。

ヽ

ノ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

所定の勤務、その他職責をつくさず、業務に支障をきたし、または TELLに損害を
もたらしたとき。

正当な理由なく、職務上の指揮命令に反し、

監督不行届きのため所属員の重大な不工事故
ざ。

故意または重大な過失により災害または、営業上の事故を発生させ、TELLに 重大な
損害を与えたとき。

故意または重大な過失により TELLの備品、器具、建物を棄損叉は滅失したとき、
あるいはTELLの物品をみだりに私用に供したとき。
第 4章の服務心得等に違反があったとき。

再三の注意にも応じないとき。

、叉はその他の重大な:三故を招いたと

、

ノ

本規則その他諸規程に定める諸手続を故意に怠つたり、または虚スの届出をしたと
ざ 。

(9) その他前各項に準ずる程度の不都合な行為を行なったとき。

第 50条  (論旨解雇ぉょび懲戒解雇)

以下の各号の一に該当する場合は論旨解雇および懲戒解雇に処する。ただし情状によっては、
譴責、減給または出勤停止にとどめることがある。
(1) 無断もしくは正当な理由なく欠勤が連続 14日 以上に及んだとき。
(2) 出勤常ならず、改善の見込みのないとき。
(3) 刑事事件で有罪の判決を受けたとき。
(4) 重要な経歴をいっわり、採用されたとき。
(5) 故意または重大な過失により、災害または営業上の事故を発生させ、TELLに重大な

損害をもたらしたとき。

(6) TELLの許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加したり、または労務に服 し、
若しくは事業を営むとき。

(η  職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはもてなしをうける等、自
己の利益を図ったとき。
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

第51条  (損害賠償)

(5)

(6)

TELLの許可なく業務上金品等の贈与を受けたとき。
前条で定める処分を再=にわたって受け、なお改善の見込みがないとき。
第4章の服務心得に違反した場合であって、その事案が重大などき。
暴行、脅迫その他不法行為をして著しく従業員としての体面を汚したとき。
正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
私生活上の非違行為や会社に対する誹謗中傷等によつて T■Lの名誉信用を傷つけ、
業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき。
会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、または業務の正常な
運営を阻害したとき。

その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき。
ヽ

ノ

従業員が違反行為等により TELLに損害を与えた場合、TELLは損害を現状に回復ざせるか、
または回復に必要な費用の全部もしくは一部を賠償させることがぁる。なお、当該損害賠償の責任は、退職後も免れることはできない。

第 10章   解雇ヽ退職および休II哉

ヽ
１
ノ

第 52条  (解雇)

1.従業員は以下の各号の一に該当する場合は解雇する。
(1) 身体、精神の障害により、業務に耐えられないとき。
(2) 勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき。
(3) TELL内 において、TELLの許可を受けず演説、文書の配布掲示、その他これに類す

る行為をしたとき。

(4) TELL内において、明らかに一党一宗に偏した政治および宗教活動を行ったとき。
事業の運営上、やむを得ない事情、または天災事変その他これに準ずるやむを得な
い事情により、事業の継続が困難になったとき。
試用期間中または試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められた
とき。

(7) その他、第 4章の服務心得等 l

2.解雇するときには、30日 前に予告する

時解雇する (平均賃金の 30自 分 とは、

ものを 1日分としてその 30自 分をい

短縮することができる。

こしばしば違反し、改悛の情がないとき。

り琴真しないときは平均賃金の判長分を支給して即

過去 3カ 月の総支給額をその期間の暦日数で除 した

う)。 なお、予告日数は平均賃金を支払つた日数だけ
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前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、予告することはく即刻黎雇す

試用期間中の者を 14日以内に解雇するとき

2ヶ 月以内の期間をきめて使用される者をその期間中に解雇するとき
天災事変その他やむお得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合で労働
基準監督所長の解雇予告除外認定を受けたとき。

(1)

(2)

(3)

第 53条  (解雇制限)

前条の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する期間およびその後の30 日間は解雇しない。
(1) 業務員が業務上の傷病により療養のために休業する期間

女性社員が第26条の規定により出産のため休業する期間
(2)

第54条  (退職)

1.従業員が以下の各号の一に該当する場合には、当該事由の発生した日をもって退職とする。
(1) 第 8条に定める定年に達したとき。

(2)

(3)

(0

(5)

(6)

(7)

自己の都合により退職を中し出て承認されたとき。

死亡 したとき

期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了し、その更新がなされないとき。
第 32条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
退職を勧奨され、本人がこれを了承したとき。

本人が行方不明になり30日 間を経過したとき。

、
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1

第 55条  (退 II哉手続き)

従業員が自己の都合により退職しょぅとするときは、少なくとも 30日 前までに文書により
退職の申し出をしなければならない。

退職する者は、退職日までに業務の引継その他指示されたことを終了し、貸与または保管
されている金品を返納しなければならない。

つ
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第 11章  災 害 補 償

第 56条  (災害補償)

■
■ 従業員が業務上、負傷しまたは疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って療養補

償・嚇 償・休業補償・遺族補償・葬祭料等の災害権 を行う。 mLLか らの賃金は支
給しない。

ヽ
ノ
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補償を受けるべき者が同一の事由について労働者災害補償保険法によって前項の災書補償に 相当する保険給付を受けるべき場合においては、その給付の限度において前項 の規定を適用 しない。

3_従業員が業務外の傷病にかかった場合は、健康保険法により扶助を受けるものどする。

第 12童   安全および衝生

第 57条  (心得)

従業員は安全衛生に関する規定を守り、常に職場の整理整頓に努め、消防具、救急品の備付
場所ならびにその使用方法を知得しておかなければならない。

第58条  (火災の措置)

火災その他の災害を発見し、またはその危険を予知したときは、直ちにこれを係員または適
当な者に報告してその指揮に従つて行動しなければならない。

第59条  (健康診断)

1.従業員に対しては、採用の際および毎年 1回以上の健康診断を行なう。
2.従業員は、正当な理由なく、健康診断受診を拒否してはいけない。
3.健康診断の結果、必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な

措置を命ずることがある。 特に必要のある場合は就業を一定の期間禁上し、または職場を
配置替ぇすることがある。

2
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第 13章  パー トタイム従業員に関する特別事項

第60条  (パ~トタイム従業員の定義)

本就業規則に言うパートタィム従業員は、働く期間が決まつている者、又は 1日や 1週間
の所定労働時間が一般従業員より短い契約内容で採用された者をいう。

第61条  (基本給)

時間給とし実際に労働した時間分につきのみ支払われる。

第62条  (年次有給休暇)

パ~トタイム従業員の年次有給休暇は雇用開始後継続 3ヶ 月を勤務したときから発生する。
付与日数は原則動務時間 1週間 40時間を基礎として、各従業員の勤務時間に応じて労働基



”
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ヽ

準法に基づき比例付与される。

第 63条  (適用除外項 目)

ワ

一

パ~ト タイマーの従業員には、第 15条 (就業時間)、 第24条 (年次有給休暇)、 第 25
条 (特別休暇)は適用されない。

第 31条 (休職)、 第 32条 (休職期間)、 第 33条 (休職期間の勤続年数)、 34条 (復職
及び復職後の再休職)をパー トタィマーの従業員に適用するかどうかについてはTELLがそ
の都度決める。

第 14童  付  則
ヽ

ノ

第64条  (改定手続)

TELLは 、関連法令の改正および経営環境の変化などによつて、この就業規則の変更を必要
とするときは、労働慣行を尊重し、従業員代表の意見を聴き法定手続きに基づいて政:正す
る。

第65条  (施行期日)

この就業規則は 2007年 9月 1日 から施行する。

、

ノ



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人東京英語いのちの電話 事 業 年 度 平成 31年 1月 1日 ～令和元年 12月 31 日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

該当なし

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

′■L
lロ 入 先 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

〈
口 計 円

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

会費・入会金

受取寄附金

助成金

事業収益 カウンセリングに関する事業

事業収益 精神科クリニックに関する事業

事業収益 保健・医療・福祉等の分野において他機関と協力し、メンタハルスの啓
発、問題の発掘及び改善等に取り組む事業

その他の収益 イベント等収益

その他の収益 受取利息

その他の収益 雑収益

46,000円

18,365,536円

1,403,687円

151,361,450円

222,360円

3,898,620F〕

2,855,154円

331円

15,035F[]

円

円

円

円

円

円

〈
ロ 計 178,168,173円

(3)その他



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

事業収益 カウンセリングに関する事業 22,000円 50分セッソョン料金 世帯収入月額 70万 円以上。

17,600円 50分セッション料金 世帯収入月額50万 円～7o万円.

14,300円 50分セッション料金 世帯収入月額25万 円～50万 円.

6,600円 ‐́

11,000円
50分セッカン料金 世帯収入月額 25万 円未満の各

収入区分に応じ設定

事業収益 精神科クリニックに関する事業 26,400円 50分セッション料金

事業収益 保健 。医療・福祉等の分野において他

機関と協力し、メンタ広ルスの啓発、問題の発掘及び改

善等に取 り組む事業

35,000円 相談員トレーニング参加費

その他の収益 イベン ト等収益 4,000円 チャリティ東京タワー階段レース 大人料金

2,500円 チャリティ東京タワー階段レース 6歳～12歳料金

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等



3 取引の内容に関する事項 [

及び費用の生ずる取引のそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引

③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

口 役員等との取引]

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位5者

(2)費用の生ずる取引の上位5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

3,724,943円 受取寄附金

2,000,000円 受取寄附金

750,000P] 受取寄附金

736,723円 受取寄附金

490,000 FI] カウンセリング料

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

10,818,279円 家賃、水道光熱費、会場費

7,494,440円 セラピス ト報酬

給与手当

6,727,000円 セ ラビス ト報酬

給与手当



ｎ
０

口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

該当な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏
ん′
イコ 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]



給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

6人
24,695,024円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

海外への送金等 に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに
その実施日]

7

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

△
ロ 計 円



実  施  日 使 途 金   額

31.2.8

31.2.8

31.4.5

01.6.4

01.7.5

iCarolオ ンラインチャットサポート料

Penelopeオ ンラインサポート料

iCarolオ ンラインチャットサポー ト料

Penelopeオ ンラインサポート料

iCarolオ ンラインチャットサポー ト料

110,417円

68,344円

111,980円

222,447円

121,719円

01.9.18

01.11.5

Penelopeオ ンラインサポート料

iCarolオ ンラインチャットサポート料

328,957円

121,791円

円

円

円



書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

法人名 特定非営利活動法人 東京英語いのちの電話 チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に始 していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

○

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記
録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

儘 1)

(注 2)

各欄の人蟹等は、第3表付表 1「役員1つえ兄」から転記してくださι、

③吸び〕こついては、′N枚点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②■①)

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割
′ヽ

(C片①,

① ② ③ ④ ③

④ 31年 1月 1日～01年 12月 31日
11人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ① ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

C主意事項D

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬槻程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記戦の必要はありません。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第i項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

項  目

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

0_該当菫登菫目塾2」型L_壁奎匡盟自塁墜菫ユ表付表2嘲襲離腱の状況」を添付してくださιi:~

項 日 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい

|いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び恨簿書類の保存
を青色申告法人に準じて行つている

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 目 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有・① 有 鉦

ヽ 有・無 有 。無 有・無 有 。無 有・無

第3表 (次葉)

C主意ヨ露D
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」 (第 3表) 記載要領

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

項 日 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「①～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、l②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

|よ 「定款 (又は会員ID第○条に『各正会員の表決権は、平

等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

ハの各欄 該当する一方を「〇」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期間

(l①」から「①」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の_ユ菫Ш
に「()」 した場合にlまi証査証明書を添

付してください。

② 「根簿書類の備付は 取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「l望、」L_■m
した場合には、第3表曇塞2「根簿組

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「①」から「①」については、イに記載する各期間

(「④」から「①」)を示したものです。

記載要領

織の状況」を記載し添付してください。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人

東京英語いのちの電話
④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 11人 人 人 人 人
1

ノヽ 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況
氏  名 住  所 職名 続柄等

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時
就任・退任

年月日

VヽELLINGS

BRIAN EDWIN

KNUDSEN

ANNE BILLE

SELIG‐ SONDE
RHOFF

JULIA‐SOPHIE

LANGLEY
TIMOTHY

PATRICK

HANCOCK

BARBARA K

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

平成 25年 10

月 1日 就任

平成 23年 10

月 25日 就任

平成 28年 5

月 17日就任

平成 28年 11

月 22日 就任

平成 28年 11

月 22日 就任

RABB

MAURICE

LUDELL

理事 平成 28年 11

月 22日 就任○

MOLL

,ENNIFER

LYNN

理事 平成 29年 10

月 18日 就任○

YIP HO WING 理事

○

平成 30年 1

月 23日 就任

平成 31年 2

月 28日 退任



DMITRENK0

ALEXANDRE

理事
○

平成 30年 4

月 20日 就任

RODGERS

COLETTE

PAULINE

理事

○

平成 30年 10

月 1日 就任

ALAMPRESE

TIZIANA

理事

○

平成 30年 12

月 12日 就任

齋藤 友紀雄 監事 平成 18年 3

月 15日 就任

平成 31年 2

月 13日 退任

○

秋山 剛 監事 平成 30年 4

月 1日 就任
○

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事
項について、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 東京英語いのちの電話

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

現金出納帳
エクセル使用・ルーズリーフ

毎 日 10年

振替伝票
エクセル使用 。ルーズリーフ

毎 日 10年

総勘定元帳
会計ソフト使用・ルーズリーフ

毎 日 10年

仕訳日記帳
会計ソフト使用・ルーズリーフ

毎 日 10年

固定資産台帳
税務申告ソフト使用・,「ス

・
リーフ

毎年 10年

給与台帳
給与計算ソフト使用・,「ス・リーフ

毎月 10年

書式第 9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3謝 1寸

表2

(記載要令D
「伝票又は帳簿名」欄は、例えば り絵漱票」、「出金伝票」、「振替優和 、F見金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

「左の幌奪等の形態」欄は、「単票」、リレーズリーフ」、噌専丁帳簿」などのように記戦します。

鴫己帳の時期」欄は、印適時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬脚習雲
=提

出埴隷Dに記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表) 制 動

法人名 特定非営利活動法人 東京英語いのちの電話 チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と
当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財
産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ
ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有。① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有・① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 鉦 有 ・ 無 有 ・ 無 有 鉦

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有・① 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

C主意事項)

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 0ヽ及び二)の記載及び添付の必要はありま
せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬傷醍諄鴨冦出書類)|キ1面tした事項につい

て、添付を省略することができます。

○



法人名 特定非営利活動法人 東京英語いのちの電話 チェック‖嗣

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事
務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

○

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則D等がある場合には、柳 ll紹レ翡脚D等を添付してくださしヽ

同  意
/ ヽ

マ:ノ しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

ヘ 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

C主意事項)

・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。



書式第 14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 東京英語いのちの電話

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェックお関

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

C主意事項)

・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8詢
は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第 8表)の記載の必要はありません。また、法

第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬胴程等提出書類)1覇 iコ:した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック‖嗣

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 。 無 有 ・ 無 有 霊
小 有 ・ 無 有 猛

ヽ 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック1嗣

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出割Dの提出時に記載及

び添付する必凄があります。

④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

有 。① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征
ヽ

有 ・ 無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 東京英語いのちの電話 チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定、特例認定及び認定の 間の更新の申請時には、所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その 4」 並び
に となりま

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 11pr . (r1ri\

次のいずれかに該当する法人

暴力団 tJr,r.fiura )
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい・レ えヽ

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特

定非営禾I∫舌動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有・①

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有 ぬヽ

e>′

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第 204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行がにわった日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有・①

暴力団の構成員等の有無 有・①

定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 11r,,.(urlr.i'

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

はい

瀞
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記 4に係る ら交付 を受けた納税証明書

」塾 24■」二びヒ里國墨国壁製星基目吸塑コニ凶
=杢

曼生塑望±塑塑L出塑些2)奎墾堕趣壁盪堕菫
=生

_
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

rL\i国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 Hr.. (

○




